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は じめ に

国家が他 国 と協 調す る際 にと り得 る一 つの選択肢 であ る二国間主義(bilateral-

ism)は,国 際政 治 学 に お い て これ ま で十 分 な考 察 対 象 と され て こな か っ

た。 それ は,第 二 次 世 界 大 戦 後 の 国 際 政 治 の 実 態 が 多 角 的 な 国 際 制 度 や レ

ジ ー ム と い っ た多 国 間 主 義(multilateralism)に よ って 彩 られ,ま た と り

わ け リベ ラル 制 度 論 が 多 国 間 主 義(多 国 間 制 度)の 形 成 メ カニ ズ ムを 中心

に理 論 的 ・実 証 的考 察 を行 って き た こ とに 起 因 す る(1>。実 際,戦 前 に経 済

分 野 で 支 配 的 で あ っ た二 国 間 主 義(二 国 間 貿 易)は,1950年 代 前 半 に は早

くもEPUやOEECに 代 表 さ れ る 多 国 間主 義 に取 って代 わ られ た(2)。以 後,

国 際 政 治 の 実 態 は マ ー シ ャル プ ラ ン,IMF,GATT/WTO,或 い はNATO

やCSCE/OSCEと い った 多 国 間 主 義 に よ って 牽 引 され た(3)。そ して そ の

(1)HelenV.MilnerandDustinTingley,"Thechoiceformultilateralism:For-

eignaidandAmericanforeignpolicy,"TheReview()flnternationalOrganizations,

Vol.8,No.3,Sep.2013,pp.313-341.

(2)MarkusLampe,"EffectsofBilateralismandtheMFNClauseonInterna-

tionalTrade:EvidencefortheCobden-ChevalierNetwork,1860-1875,"The

ノ磁 用 α1(ゾ 、E'coηo厩o、Histop:y,Vol.69,No.4,Dec.2009,pp.1012-1040.

(3)RobertGilpin,US.1)owerandtheMultinationalCorlフoration'ThePolitiealEconomy

ofForeignDかec〃 加estmenちLondonandBasingstoke:TheMacmillanPress,1975;

LeighDavisonandDebraJohnson,"Multilateralism,Bilateralismand/
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ような多国間主義は国家間交渉における取引コス トを削減 し,効 率性(ef一

ficiency)を 達 成 す る,い わ ば二 国 間主 義 に勝 る手 段 と して位 置 づ け られ,

さらに戦後の自由主義規範,す なわち無差別原則,自 由化,互 恵性の観点

か らときに規範的にす ら論 じられてきたのである④。

一方,二 国間主義は戦後長 らく理論的にも実体的にもさほど注目される

対象ではなかった。ところが冷戦終結後,米 国の一極構造が出現 し,湾 岸

戦争やイラク戦争といった安全保障分野においてハブ ・スポークス型の二

国 間 主 義(い わ ゆ る 「有 志 連 合(CoalitionoftheWilling)」)が み られ る

よ う にな り(5),さ らに貿 易 分 野 で はFTAが 推 進 され るな ど,そ れ まで 支 配

的であった多国間主義か ら二国間主義への緩やかな回帰,或 いはそれ らの

併存状況が出現 した(6)。もっとも,ア ジア ・太平洋地域における二国間主

＼Unilateralism:ACriticalCommentaryontheEUsTriple-TrackApproach

totheInternationalDimensionofCompetitionPolicy,"EuroρeanBusinessReview,

Vo1.14,No.1,2002,pp。7-19.

(4)た と え ば,ThomasH.Oatley,"MultilateralizingTradeandPaymentsin

PostwarEurope,"InternationalOrganization,VoL55,No.4,Autumn2001,pp.949

-969;FrederickM
.Abbott,"ANewDominantTradeSpeciesEmerges:Is

BilateralismaThreat?"JournaloflnternationαlEconomicLaw,Vol.10,No.3,

Sep.2007,pp.571-583;AnnaWr6bel,"MultilateralismorBilateralism:The

EUTradePolicyinanAgeoftheWTOCrisis,"Ekonomika,Vo1。92,No.3,2013,

pp.7-23.

(5)「 有 志 連 合 」 は 米 国 の 単 独 主 義,或 い は 一 国 主 義 を 象 徴 す る も の と し て 捉 え ら

れ る こ と が あ る が,そ れ を 米 国 を 中 心 と し た 二 国 間 主 義 の 総 体 と し て の ハ ブ ・

ス ポ ー ク ス と 捉 え る こ と も 可 能 だ ろ う。 こ の 点,JamesChace,"Presentatthe

Destruction:TheDeathofAmericanInternationalism,"MorldPolicyJournal,

Vo1.20,No.1,Spring2003,pp。1-5.

(6)UlrichKrotzandJoachimSchild,ShapingEuroρe,France,Germany,αndEmbedded

BilateralismfromtheElys乙eTreaりytoTi・venりy-FirstCentuりyPolitics,Oxford:Oxford

UniversityPress,2012;WilliamA.KerrandJillE.Hobbs,"Bilateralism-A

RadicalShiftinUSTradePolicy:WhatWillItMeanforAgricultural

Trade?"JournalofMorldTrade,Vol.40,No.6,Dec.2006,pp.1049-1058;Maria

Garcia,"ResourcesandTrade:LinkingthePacificthroughBilateralFree

TradeAgreements(FTA),"JournalofMorldTrade,Vol.47,No。2,Apr.2013,/
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義は,戦 後一貫 して米国の同盟政策や海外基地政策を牽引するものであっ

た。よく知 られているように米国は欧州における多国間主義(例 えばNATO)

とは異な り,日 本や韓国,或 いはフィリピンといった国々との間でハブ ・

スポークス型の安全保障システムを採用 してきた(7>。そしてそれは冷戦終

結か ら20年余経過 した現在も変化はみ られず,む しろ中東や中央アジア,

そして北アフリカへと拡大する傾向をみせている。そのため二国間主義に

関する理論的かつ実証的な考察を行うことは,従 来の りベラル制度論を補

足するのみな らず,米 国の対外政策,と りわけ近年のグローバルな安全保

障政策を理解するうえで重要な意義を持っていると言える。

そこで本稿は 「パワー ・レバ レッジ」と 「脆弱性」の概念を再考するこ

とで国際政治における二国間主義の理論的特質を整理する。二国間主義は

これまで大別すれば二つの視角か ら議論されてきた。その一つが,バ ルデ

ブ ・ナイヤル(BaldevRajNayar)に 代表されるものであり,二 国間主義

を国家のパワー ・レバ レッジを最も効果的に対外政策に反映させる手段と

して位置づけようとするものである(8)。そのような見方に立てば,二 国間

主義に基づ く対外政策の帰結は,当 該二国間の相対的な力の差に依存する

ことにな り,大 国にとっては最も都合のよい手段と解される。二つめは,

依存と脆弱性の観点か ら二国間主義を捉えようとするものであり,こ のよ

うな視点か らは二国間主義が一定の条件下では大国のパワーに制約を加え

るもの,す なわち大国にとっての取引コス トを増加させるものと位置付け

＼pp.329-357.

(7)PeterJ.Katzenstein,.4〃"orldofl～(?gions,AsiaandEurope加theAmerican

Imperium,IthacaandLondon:CornellUniversityPress,2005。

(8)BaldevRajNayar,"Regimes,Power,andInternationalAviation,"Intemational

Organization,Vol.49,No.1,Winter1995,pp.139-170;PeterDrahos,"Weaving

WebsofInfluence:TheUnitedStates,FreeTradeAgreementsandDispute

Resolution,"ノburnalofMorldTrade,Vol。41,No。1,Feb.2007,pp.191-210。
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られる(9)。

本稿はそれ ら二つの議論を接合することで,試 論的にではあるが,二 国

間主義が大国の力に与える影響とその条件を考察する。以下,第1節 では

相対的な力の差が二国間主義の性格に与える影響を考察する。第2節 と第

3節 では,脆 弱性の概念を再検討 した上で,そ れを取引財の代替性,緊 要

性,特 殊性の3つ の要素か ら再構成する。第4節 では,脆 弱性を8つ に分

類 し,個 々の性質とその度合いを考察する。第5節 では,大 国が脆弱性を

克服するための手段と選択肢を,米 国の海外基地政策(海 外基地は第4節

において最も脆弱性が高い財の一つとして分類される)を ケースに検討す

る。

本稿の結論を先取 りすれば次のようになる。二国間主義に基づ く対外政

策は,大 国のパワー ・レバレッジを効果的に反映させる手段となり得るが,

一方で取引財が脆弱性の問題を生起せ しめる場合には,力 の差は政策の帰

結に必ず しも影響 しない。大国の力を拘束せ しめる脆弱性の程度は,取 引

する財の代替性,緊 要性,特 殊性の3要 素に依存するものであり,そ うで

あるが故に大国は脆弱性を統御するための手段として,当 該取引を統合 し,

制度化 し,か つ分散するという政策オプションをもつ。

第1節 パ ワー ・レバ レッジ

国際関係の原因を国際システム,或 いは国家間のパワーバランスに求め

る見方に立てば,現 存する国家間協調の姿は 「現象的(epiphenomenal)」

に過ぎず,な かでも多国間主義は 「弱小国の武器」 と解 される傾向にあ

(9)RobertO.KeohaneandJosephS.Nye,1〕bwerandlnterdependence,3正dedition,

NewYork:Longman,2001;AlvertO.Hirschman,NationalPowerandtheStructure

(～ズ.ForeignTrade,expandededition,Berkeley:UniversityofCaliforniaPress,

1980。
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る(1①。なぜな ら,多 国間主義は国家の行動の自由を制約するものであ り,

しかもその影響は小国よりも大国にとって大きいと考え られるか らであ

る(ll)。また,多 国間主義は本質的に中小国による 「ただ乗 り」やバ ックパ ッ

シング,或 いは,緩 慢な意思決定等の問題を抱えてお り,決 定の柔軟性と

迅速性が求められる安全保障の分野ではとりわけその弊害が大きいとされ

る。そのため,こ のような立場をとる研究者は,大 国は単独主義を志向す

る傾向にある(或 いはそうすべきである)と 指摘する⑫。

ただ し,大 国にとって望ましい協調形態が全 く存在 しないとされている

わけではない。その中でも,大 国のパワー ・レバ レッジを 「最も有効に行

使する手段⑱」 とされているのが二国間主義である。 なぜなら多国間主義

の場合,協 調によって得 られる利益は可能な限 り均等に配分されなければ

な らないが,二 国間主義においては主要アクター(力 の強い側の国家)の

選好に沿った利益配分が実現 され易いと考えられるからである⑭。たとえ

ば,1980年 代後半か ら90年代前半にかけてみ られた,米 国によるスーパー

301条 の適用は,ル ールや手続きに縛 られるGATTを 忌避 し,二 国間主義

を採用することで相手の態度変更を迫る典型例であった。大国は煩わ しい

⑩MichaelReisman,"TheUnitedStatesandInternationalInstitutions,"

Survival,Vol.41,No.4,Winter1999-2000,pp.62-80;RobertKagan,OfParadise

andPoi/ver:AmericaandEuropeinthe八lew〃"orldOrder,NewYork:AlfredA.Knopf,

2003,p.38.

qDCondoleezzaRice,"PromotingtheNationalInterest,"ForeignAffairs,Vol.79,

January/February2000,pp.45-62.

⑫CharlesKrauthammer,"TheBushDoctrine:ABM,Kyoto,andtheNew

AmericanUnilateralism,"〃"eeklyStandard,June4,2001,pp.6-8;Krauthammer,

"Th
eUnipolarMomentRevisited,"NationalInterest,Winter2002-2003,pp.5-

17.

q3>Nayar1995:156.

q4)IshratAziz,"FlexibleandPragmaticBilateralismistheBestApproach,"

Indian、ForeignAffairs/burnal,Vol。7,No.4,0ct.-Dec.2012,pp.396-405.
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多国間主義を避け,柔 軟な二国間主義を採用することで彼 らが望む通 りの

結果を実現することが可能になると考え られるのである⑮。

例えば,既 述のナイヤルは第二次世界大戦後の国際的な民間航空システ

ムの創設過程の中に二国間主義の論理を見出した⑯。戦後の民間航空シス

テムは,当 時その相対的地位を大きく後退させていた英国と,新 興大国で

ある米国が共に主導する形で形成された。そこでは,そ れまでの優越的な

立場を維持 したい英国がより強力な中央集権的システムである多国間制度

の創設を主張 したのに対 して,米 国は民間航空会社の自由競争を主体とし

た二国間制度の採用を主張 した。米国にとって多国間主義によってもたら

される利益は,た とえそれが各国間の取引コス トを削減するものであった

としても,二 国間主義による米国の 「空の支配」(バ ミューダ体制)に よっ

て得 られる利益に劣るとみなされたのである⑰。

また,冷 戦期にアジア ・太平洋地域においてみ られた二国間同盟に基づ

く安全保障 システム(ハ ブ ・スポークス ・システム)も,パ ワー ・レバ

レッジの観点から説明されることがあるq8)。当該地域における米国の二国

⑮StephenKrasner,"GlobalCommunicationsandNationalPower:Lifeon

theParetoFrontier,"MorldPolitics,Vol.43,No.3,pp.336-366;JosefJoffe,

"Bi
smarckorBritain?:TowardanAmericanGrandStrategyafterBipolar-

ity,"InternationalSecurity,Vol.19,No.4,Spring1995,pp.94-117.

q6>Nayar1995.

a7)こ の 点,バ ミ ュ ー ダ 体 制 を 制 度 の 「効 率 性 」 の 観 点 か ら 論 じ た の が,John

E.Richards,"lnstitutionsforflying:HowStatesBuiltaMarketinInterna-

tionalAviationServices,"InternationalOrganization,Vol.55,No.4,Autumn2001,

pp.993-1017.リ チ ャ ー ズ は,二 国 間 主 義 が う ま く機 能 す る一 つ の 理 由 と し て,

二 国 間 で 利 益 配 分 を 決 定 す る 場 合 に 利 益 分 割 の 方 法 が 単 純 で,そ れ を 履 行 す る

際 の モ ニ タ リ ン グ が 容 易 で あ る 点 を 挙 げ て い る 。

aS)ChristopherHemmerandPeterJ.Katzenstein,"WhyisThereNoNATO

inAsia?:CollectiveIdentity,Regionalism,andtheOriginsofmultilateralism,"

InternationalOrganization,VoL56,No.3,Summer2002,pp.575-607;DennisC.Blair

andJohnT.HanleyJr.,"FromWheelstoWebs:ReconstructingAsia-Pacific/
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間主義は,米 国の相対的な軍事的優越を当該政策に直接に反映する手段と

な り,例 えばベ トナム戦争時には,米 国は折々の戦略環境に応 じて,柔 軟

に協調するパー トナーを組み換えることが可能となった。

冷戦後の世界も同様である。たとえば,湾 岸戦争やイラク戦争でみられ

た 「有志連合」は,米 国が多国間主義よりも二国間主義を好むことの好例

として理解される⑲。さらに国際貿易の分野でも米国はWTOの ような多

国間主義を避けFTAを はじめとする二国間主義を重視することがある⑳。

後でも触れるが,バ リー ・ブザン(BarryBuzan)は そのような米国の行

動を指 して,大 国は 「二国間協議によってパワーを効果的に行使すること

が可能」であり,ま た 「多国間ルールや手続きによって最も損」をすると

指摘 し,さ らに 「超大国は多国間主義よりも二国間外交を好む」と論 じて

いる⑳。

第2節 脆弱性

二国間主義の特質を国家間の相対的な力の差によってではな く,相 互依

＼SecurityArrangements,"TheMashingtoneuarterly,Vol.24,No.1,Winter2001,

pp.7-17.

⑲ 有 志 連 合 に つ い て は,RichardHaass,"ForeignPolicybyPosse,"National

Interest,No.41,Fall1995,pp.58-64.山 本 吉 宣 『帝 国 の 国 際 政 治 学 一 冷 戦 後 の 国

際 シ ス テ ム と ア メ リ カ 」 東 信 堂,2006年 。

⑳NicolaPhillips,"U。S.PowerandthePoliticsofEconomicGovernancein

theAmericas,"LatinAmericαnPoliticsαndSociety,Vol.47,No.4,Winter2005,

pp.1-27.

(2DBarryBuzan,TheunitedStatesandtheGreatPowers:MorldPoliticsintheTwenty-

FirstCentuT:y,Cambridge:PolityPress,2004,p.89.ま た,そ れ と は 逆 の 議 論 を

展 開 す る も の と し て,PeterHedberg,"BilateralismandBargainingPower:

BelligerentGermanyandtheSmallCountryofSwedenduringthe1930',"

TheJournalofEuroρeanEconomieHistoi:y,Vol。38,No.3,Winter2009,pp。493-52L
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存とそこか ら派生する脆弱性の観点か ら論 じることも可能である。そして

そのような議論か らは,大 国のパワー ・レバ レッジは対外政策の帰結に必

ず しも影響 しない,と の見方が示される。

国家間の相互依存に着目すれば,国 家の力は軍事力や経済力によってア

プリオ リに決まるものではな く,他 国に対する政治的 ・経済的或いは安全

保障上の 「依存」の度合いや履行すべき 「義務」の問題など様々な要素に

規定され得る⑳。この点,よ く知られているようにコヘインとナイはパワー

を構成する要素としての 「脆弱性」に着目した。脆弱性は 「変化 した環境

に効果的に適応するために支払う費用㈱」 として定義される。例えば,A

が何 らかの行動を取った後に,Bが それによって新たに生 じた環境に適応

するために支払 う費用が高ければ高いほど,BはAに 対 して脆弱性が高い。

この脆弱性の大きさが二国間で相対的に異なる場合,両 国間には非対称な

相互依存関係が存在する。そしてそれは彼 らのパワーの配分に影響を与え

る。つまり非対称な相互依存関係においては 「より依存 しているアクター

はより損害を被 る⑳」 ことにな り,物 質的なパ ワー ・レバレッジの如何に

よらず,よ り脆弱性の高い国家が,他 方に対 して弱い立場に置かれ得る。

これ らのことか ら,コ ヘインとナイは 「非対称な脆弱性はパワーの重要な

源泉㈱」と論 じるのである⑳。

⑳KjellGoldmannandGunnarSjostedt,eds.,Power,Capabilities,Interdependence:

1)roblemsintheStudy(～flnternationallnfluence,LondonandBeverlyHills:SAGE,

1979.ま た,ク ー パ ー(RobertN.Cooper)は,相 互 依 存 の 進 展 に よ っ て 国 家

は 「パ ワ ー の 行 使 が よ り 微 少 で,間 接 的 で,確 か な 効 果 が 喪 失 す る と い う 複 雑

な 制 約 の 中 に 埋 あ 込 ま れ る 」 と 指 摘 す る 。RobertN.Cooper,TheEconomicsof

Interdependence,EconomiePolieyintheAtlanticCommunity,NewYork:McGraw-

Hill,1968,p.4.

㈱KeohaneandNye2001:12.

(24)Ibid.,p.16。

(25>Ibid.,p.15.

⑳ 一・方,非 対 称 な 相 互 依 存 関 係 が あ っ た と し て も,依 存 の 度 合 い の 低 い 側 が 高/
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も っ と も,こ の よ うな 依 存 が も た らす 力 関 係 の 変 化 につ いて は,従 来 か

ら広 く論 じ られ て き た。 例 え ば,ア ル バ ー ト ・ハ ー シ ュマ ン(AivertO.

Hirschman)は,二 国 間貿 易 に お け る機 会 主 義 行 動 に着 目 し,国 家 の パ

ワ ー と貿 易 と の 関係 を論 じて い る⑳。 ハ ー シ ュマ ンに よれ ば,国 家 が 貿 易

か ら得 られ る利 益 は転 じて 当該 貿 易 を 中断 す る こ と に よ って 生 じる損 失 と

な る。 その た め貿 易 に よ って 得 られ る利 益 が 当該 国 間 で 均 等 で な い場 合,

そ こか らよ り利 益 を 得 て い る国 が,そ うで な い国 に対 して 交 渉 上 弱 い立 場

に置 か れ る。す な わ ち,当 該 貿 易 か ら相 対 的 に小 さな 利 益 を 得 て い る国 は,

貿 易 の 中 断 を 脅 す こ とが 「パ ワ ー を希 求 す るた め の効 果 的 な武 器㈱」 にな

る。 そ して その 効 果 の 大 き さ は,貿 易 が 中断 され た と き に相 手 国 に課 せ ら

れ る 「適 応 プ ロセ スの 長 さ と困 難 性(painfulness)」 に よ っ て測 られ るe9)。

この よ うな 観 点 か ら,ク ラ ウ ス ・ク ノー ル(KlausKnorr)は,特 定 の 国

家 は取 引 され る価 値 に対 す る統 制(control)の 度 合 い を高 め る こ と,ま た

相 手 国 に よ る 自国 へ の 依 存 度 を 高 め る こ とで,二 国 間 主 義 にお け る力 の 優

位 性 を 獲 得 す る こ とが 可 能 にな る と指 摘 す る㊤①。

第3節 代替性,緊 要性,特 殊性

上にみたように,脆 弱性に関する議論は二国間主義におけるパワーの問

＼ い 側 に 対 して 必 ず し も 影 響 力 を 行 使 す る も の で は な い と 論 じ た も の と し て,R.

HarrsionWagner,"EconomicInterdependence,BargainingPower,and

PoliticalInfluence,"InternαtionalOrganizαtion,Vol.42,No.3,Summer1988,pp.461

-483
.

⑳Hirschman1980.

㈱ ハ ー シ ュ マ ン は そ れ を 「影 響 効 果 」 と 呼 ん で い る 。(lbid.,p.17.)

(29>Ibid.,p.18.

⑳KlausKnorrandFrankTrager,eds.,EconomicIssuesandNationalSecurity,

Lawrence,Kans.:UniversityPressofKansas,1977.
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題に有益な視点を提供する。 しか しなが ら概念としての脆弱性は,80年 代

以降,そ の精緻化がほとんど行われてこなかった⑳。そこで,以 下ではミ

クロ経済学を援用することで,脆 弱性の概念を二国間で取引される財の特

質,す なわち代替性と緊要性,そ して特殊性の3つ の観点か ら整理 してい

く。

1)代 替性

代替性は特定の財の取引が中断された際に,ア クターがそこか ら得てい

た便益を(市 場で)代 替的に得る可能性のことを指す。例えば,AがBか

らは石油を,Cか らは自動車のタイヤを輸入 しているケースを考えた場合,

BとCと の貿易を同時に切断されたときに生 じる費用はBの ケースの方が

大きい。石油と自動車のタイヤでは供給可能な国の数が異なるからである。

従って,代 替性の観点か ら言えば,AはCに 対する脆弱性よりも,Bに 対

するそれの方が高い(32。この点,マ イケル ・クレア(MichaelKlare)は 米

国の中東への石油依存について 「外国への石油依存は様々な形で米国のパ

ワーを弱体化する。不慮の原因によってであれ,人 為的な原因からであれ,

国外で供給が滞ればその影響は免れない㈱」 として,財 の代替性 と脆弱性

の関係を指摘 している。

代替性の低い財としては石油の他にもエ レク トロニクス製品などの高い

技術を必要とする財,或 いは象牙や貴金属などの希少財が挙げられる。ま

た,安 全保障の分野では,代 替性 と相関性の高い 「可動性」が重要になる。

地理的な属性が財の価値に大きな影響を与える防空用 レーダーや通信傍受

⑳ 例 え ば,コ ヘ イ ン と ナ イ は 脆 弱 性 を 定 義 づ け た も の の そ の 費 用 が 如 何 に し て

測 ら れ る か に つ い て は 明 ら か に し な か っ た 。

(32)Hirschman1980:17。

㈹MichaelT.Klare,BloodandOil:TheDangersandConsequencesofAmericds

GrowingPetroleumDependency,NewYork:MetropolitanBooks,2004,p.31.
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施設,戦 略的要衝に位置する港湾や飛行場等がそれである。たとえば,戦

闘機が離着陸可能な飛行場という財は,脅 威対象国と地理的に近接 してい

ることがその価値に大きく影響する。つまり,A国 がB国 に飛行場を建設

した後にBが その使用を拒絶 したとしても,Aは 第3国 であるCに 飛行場

を即座に 「移動」することは困難であり,ま た仮にCに 同様の飛行場を建

設できたとしても,そ れがBの 飛行場と同等の価値をもたらすとは限らな

い。つまり,そ こでの財の価値は地理的属性に大きく依存 してお り,か よ

うな財を他国に移動することによって生 じる費用は甚大である鱒。

2)緊 要性

財が緊要であるとは,当 該財が特定の国家の生存や繁栄にとり不可欠で

あり,ま たそれに対する継続的な需要が存在している状態を指す。例えば,

国家にとっての安全保障や通信ネ ットワーク,天 然資源,鉄 鋼,労 働力と

いった財は生存や繁栄にとって不可欠であり,し かもそれに対する継続的

な需要が存在する。他方で,宝 飾品や嗜好品,或 いは戦争の蓋然性が低い

国にとっての同盟や海外の軍事基地は,た とえそれが無 くとも国家の生存

に深刻な影響を与えるものではない。財の緊要性が脆弱性の計測に重要な

影響を与えると考え られるのはそのためである㈱。

もっとも,同 じ財の取引を行う場合でも,国 家が抱える条件次第でその

鋤OlavKnudsen,"MultinationalCorporationsandtheSmallIndustrialised

State:SomeAspectsofDependencyandPotentialPower,"inGoldmannand

Sjostedt,1979,PP.221-222.

(3Dこ の 点,KlausKnorr,"NationalPowerinanEconomicallyInterdependent

World,"inGoldmannandSjostedt1979,p.178.ま た,ハ ー シ ュ マ ン は1930年

代 の ドイ ツ と ブ ル ガ リ ア と の 二 国 間 貿 易 関 係 を ケ ー ス に,ブ ル ガ リア は ドイ ツ

と の 貿 易 が 国 家 の 経 済 活 動 上,不 可 欠 で あ っ た た め,彼 ら の ドイ ツ に 対 す る 脆

弱 性 は ドイ ツ の ブ ル ガ リ ア に 対 す る そ れ よ り も相 対 的 に 大 き か っ た と 論 じ て い

る(Hirschman1980:31.)

一11一



近畿大学法学 第61巻第4号

緊 要 性 は異 な る。 た とえ ば,こ こ に軍 事 的 な 大 国(greatpower)A,普

通 の 国(middlepower)B,小 国(smallpower)Cが あ る と しよ う。A

はBとCに 対 して,そ れ ぞ れ 二 国 間 同盟 を 結 び安 全 と い う財 を 等 し く提 供

して い る もの とす る。 こ こで,BとCに は各 々 に外 的 な 脅 威 が 存 在 して い

る とす れ ば,Aか ら供 給 され る財 は彼 らに と って 等 し く緊 要 性 が 高 い と言

え る。 しか しな が ら,BとCのAに 対 す る脆 弱 性 は,彼 らの 軍 事 的 能 力 に

依 存 す る。 当然 な が ら,よ り軍 事 的 に弱 い立 場 に あ るCの 方 がBよ りもA

に対 す る脆 弱 性 が 高 く,取 引 を 中止 され る,す な わ ち 同盟 を 破 棄 され る

(捨 て られ る)こ とで生 じる費 用 は大 き い。

3)特 殊性

財の特殊性は 「ある特殊な状況や関係の上においてのみ価値が極めて高

くなる醐 ことを意味するものであり,ミ クロ経済学ではそのような資産

を 「特殊資産(specificasset)」 と呼ぶ。特殊性の概念は,契 約当事者の取

引費用を分析する際に用いられる概念である。特殊性の程度は,当 初の目

的以外の用途に当該資産を使用 した場合に生 じる価値の下落率によって測

られるものであり,特 殊性の高い財を取引する場合,両 者の力関係は取引

後に大きく変容する。なぜな ら,特 殊的投資を行った側の国は,も し事後

に相手国による機会主義行動(例 えば,契 約料の増額や利益配分の修正)

に直面 したとしても,当 該投資は既に埋没(sunk)し ているため,相 手国

の要求を受け入れざるを得ないか らである。

一方,当 該投資が特殊的でない場合,投 資 した資産は他の用途や取引に

よって回収可能であるため,機 会主義行動に対 して毅然たる対応を取るこ

とができる(こ の場合,相 手国もそのような状況を認識 しているため,そ

㈲ ポー ル ・ ミル グ ロ ム,ジ ョン ・ロバ ー ツ(奥 野 正 寛,他 訳)「 組 織 の 経 済 学 」

NTT出 版,2003年,144頁 。 或 い は,Hirschman1980:28.も 参 照 。
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もそも機会主義行動は抑制される)。そのため,デ イビット・レイク(David

A.Lake)は 「資産が特殊になるほど,相 手国による機会主義行動によっ

て生 じる費用は高 くなる⑳」と指摘す る。 また,セ レス ト・ワランダー

(CelesteA.Wallander)も 特殊的取引は 「経済的,政 治的アクターが代替

戦略を採用する際の機会費用に影響を与える㈱」 として,国 家 にとって リ

スクの高い政策と位置付ける。

具体的にみていこう。たとえば,い まエネルギーの安定供給を目的にA

国が資源国であるB国 内に,エ ネルギープラン トを建設(直 接投資)し た

とする。この場合,Aの 投資は特殊的である。何故なら,エ ネルギープラ

ン トはBに 存在するエネルギー資源を採掘,生 成,貯 蔵するという目的に

のみ価値を有する資産であり,そ の他の用途はほとんど存在 しない。その

ため,当 該投資がサンクした後にBが 機会主義行動を取れば,そ れによっ

て生 じるAの 費用は甚大である。従って,AはBか ら求められる事後的な

要求(例 えば,土 地借料の値上げ,地 元労働者の雇用増大)を,Bと の取

引の中止を決断 しない限 りにおいて,受 託せざるを得ない。

他方,投 資する資産が特殊でない場合,機 会主義行動がもたらす費用は

小さい。たとえば,A国 がB国 に飛行機用のタイヤ工場を建設 したとする。

そして先の場合と同様,投 資後にBが 機会主義行動(例 えば,飛 行機用タ

イヤの生産禁止措置)を 取ったとする。この場合,Aは 飛行機用タイヤの

生産を中止 したとしても,理 論上,同 じ生産ラインですみやかに トラック

用タイヤの生産を開始することが可能である。つまり,特 殊性の低い財の

取引を行う二国間において,脆 弱性の問題は両者の力関係に大きな影響を

⑳DavidA.Lake,Entang伽g1～elations,.4〃iericanR)画g刀 ∫b1∫(ッ加 傭Cθ 配〃αNew

Jersey:PrincetonUniversityPress,1999,p.54.

㈱CelesteA。Wallandar,"lnternationalAssetsandAdaptability:NATOAfter

theColdWar,"internationalOrganization,Vol.54,No.4,Autumn2000,pp.705-

735,at708.
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与 え る こ と はな いの で あ る。

第4節 脆弱性の分類

ここまで脆弱性の概念を,代 替性,緊 要性,特 殊性という3つ の観点か

ら整理 してきた。ではそれ らの要因とその組み合わせは,い かにして脆弱

性の性質,或 いはその強弱に影響するのか。図1は それを整理 したもので

ある。

図1脆 弱性に影響を与える3つ の要因とその組み合わせ

GH
低

鰍/

/繋

要

A
　

低 〆o替盤 高

B

D

(出典 筆者)

Aは 代替性と緊要性が共に低 く,特 殊性が高い財の取引を行うケースで

ある。このような財としては,例 えば,直 接投資を伴う金やダイヤの採掘

施設,或 いは平時の海外基地などが該当する。それ らは国家の生存に不可

欠なものではないが,相 手国の機会主義行動に見舞われた場合に,第3国

か らそれと同様の便益を得ることが難 しく,ま た当該資産を速やかに他の
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用途に用いることが困難である。従って,そ のような財を他国と取引する

場合,国 家はそれほど深刻ではない脆弱性の問題に直面することになる。

Bは 代替性 と特殊性が高 く,緊 要性の低い財の取引を行うケースである。

このような財として考え られるのが,半 導体をはじめとした精密機械製品

やその他の重工業製品に対する直接投資である。それらは,当 該取引が停

止された(輸 入が停止 した)と しても,短 期的には国家の生存や繁栄に深

刻な影響を与えるものではない。また,そ れ らの製品を他国から代替的に

輸入することもさほど困難ではない。 しか し,そ こで行われた工場建設な

どの直接投資は多 くの場合サンクしており,相 手国が機会主義行動を取っ

た場合のコス トが大きい。 したがって,そ れ らの財の取引を行う国家は脆

弱性の問題に直面することとなるが,そ の程度は大きくない

Cは 代替性,緊 要性,特 殊性のいずれもが低い財の取引を行うケースで

ある。このような財としては,例 えば,象 牙や金などを輸入する場合が考

え られる。このケースでは,先 にみたAと は異な り,直 接投資が行われて

いないので取引そのものは特殊的ではな く,ま た輸入を停止されたとして

も国家の生存を脅かすものでもない。そのため,こ のような財を取引する

国家は相手国に対する脆弱性の問題をほとんど考慮する必要はない。

Dは 代替性が高 く,緊 要性及び特殊性が低い財の取引を行うケースであ

る。このような取引としては,牛 肉や野菜などの食料品や木材,或 いは軽

工業製品の輸入が挙げられる。この場合,仮 に取引相手国による機会主義

行動(禁 輸)に 直面 したとしても,短 期的には国家の生存に深刻な影響を

及ぼすものではな く,ま た当該財を他国か ら代替的に輸入することも容易

である。そのため,こ のような財の取引において脆弱性の問題は生 じにく

く,本 分類においては最も脆弱性の程度が低い。

Eは 緊要性 と特殊性が高 く,代 替性が低い財の取引を行うケースである。

このような財としては,例 えば,有 事の(戦 略的価値の高い)海 外基地や

一15一



近畿大学法学 第61巻第4号

直接投資を伴った石油プラン トなどが考え られる。それ らの財は国家の生

存にとり重要であり,ま た他国との取引によって容易に代替できるもので

はない。さらに,相 手国の機会主義行動に見舞われた場合,そ れ らの財を

他の用途に用いることは困難である。従って,こ のような取引関係におい

て国家は最も深刻な脆弱性の問題に直面することになる。

Fは 代替性,緊 要性,特 殊性のそのいずれもが高い財の取引である。こ

のようなケースとしては,直 接投資を伴う石炭や水などの資源の輸入が該

当する。それ らの財は国家の生存にとり不可欠な財ではあるものの,仮 に

機会主義行動に直面 したとしても比較的容易に代替供給国をみつけること

が可能である。ただ し,直 接投資(例 えば,採 掘施設などの建設)は 特殊

的であり,こ のような財の取引を行う国家は深刻とはいえないまでも脆弱

性の問題に直面する。

Gは 代替性と特殊性が低 く,緊 要性の高い財を取引するケースである。

このような財としては,直 接投資を伴わない天然ガスの輸入や,有 事の際

の海外基地へのアクセス(港 湾への寄港,領 空通過)な どが考え られる。

それ らは国家の生存にとり大きな価値を有 しており,か つ容易に代替でき

る(第3国 と取引できる)も のではない。ただ し,先 のEの ケースとは異

な り特殊的投資を伴うものではないため,脆 弱性の問題に直面するものの,

Eの ケースよりはその程度が小さいと言える。

Hは 代替性と緊要性が高 く,特 殊性の低い財を取引するケースである。

このようなケースには,直 接投資を伴わない石炭や水の輸入などが該当す

る。取引対象となる財は,国 家の生存にとって不可欠なものではあるが,

仮に機会主義が生 じた場合でも第3国 か ら比較的容易に輸入することが可

能である。また,先 のFの ケースとは異な り,特 殊的な投資を伴うもので

もない。従って,こ のような財を取引する場合,国 家は脆弱性の問題に直

面することになるが,そ の程度はFの ケースよりも小さいと言える。
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以上,脆 弱性の計測に影響を与え得る3つ の要因の組み合わせをみてき

た。もっとも,そ れ らは排他的なものではな く相互に連関 している。例え

ば,天 然資源のパイプラインのように,代 替性(可 動性)の 低い財は,同

時に特殊性が高いという傾向を持っている。また,脆 弱性の程度は静的な

ものではな く動的である。例えば,海 外の陸軍基地は代替性が低 く,か つ

特殊性が高い財である。 しかもそのような条件は長期にわたって静的であ

る。 しか しその緊要性については,設 置国と接受国の戦略環境(軍 事的脅

威の程度)に 大きく依存する。つまり,脆 弱性の程度は,仮 に3つ の何れ

かの要因を所与と仮定 した場合でも,そ の他の要素の変動によってたちど

ころに変化する。

第5節 統合,分 散,制 度化

ここまで二国間主義が大国のパワー ・レバ レッジを対外政策の帰結に効

果的に反映させる手段とな り得る一方,取 引財が脆弱性の問題を生起せ し

める場合には,パ ワーの面で相対的に劣勢に立たされる可能性があること

をみてきた。では,大 国はそのような制約を如何にして克服するのか。国

家を合理的なアクターと仮定すれば,(特 に力の強い側の)国 家は二国間

主義を自らの優位性を維持 し得る形にデザインしようとするはずである。

たとえばこの点,コ ヘインとナイは 「エージェン トはそれらの制約(脆 弱

性)を 操作することができ,そ うすることで当該二国間関係における自ら

のパワーを高めることができるかもしれない㈹」(括弧内筆者)と している。

㈲KeohaneandNye2001:238.な お,ス コ ッ ト(AndrewM.Scott)は,こ の

点,国 家 は 他 国 と の 一・切 の 関 わ り を 絶 つ こ と に よ っ て し か 相 互 依 存 の 「負 の 側

面(flipside)」 か ら 逃 れ る こ と は で き な い と し て い る(AndrewM.Scott,The

Dynamicsoflnterdependence,ChapelHillandLondon:TheUniversityofNorth

CarolinaPress,1982,p.150.)
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そこで本節では,前 節で最も脆弱性が高い財の一つとして分類された大

国の海外基地,具 体的には第二次世界大戦後の米国の海外基地をケースと

して扱う。戦後の米国は海外における軍事基地の多 くを接受国との二国間

主義によって形成 ・維持 してきた(た だし,NATOは 多国間主義,す なわ

ちNATO条 約第3条 に基地の存在根拠を見出している⑳)。既にみたよう

に,基 地はその性質上,地 理的な属性が財の価値に大きな影響を与える。

すなわち多 くの場合それは,代 替性が低 くまた(と りわけ陸軍基地などは

軍事目的以外に用いることが困難であるため)特 殊性も高い。このことか

ら,周 知のように米国は海外に基地を設置する際,接 受国に対 して脆弱に

な り得るω。では,大 国である米国は基地の取引から生 じる脆弱性の問題

を如何にして統御 してきたと解釈されるのか。以下,1)統 合,2)制 度

化,3)分 散の3つ の観点か ら考察する。

1)統 合

二国間主義の下での脆弱性に対処 し得る一つの方策として,取 引相手国

の 「統合」が挙げられる。すなわち,大 国が取引相手国を植民地,或 いは

属領として所有 し,政 治的支配下に置 くというものである。これは取引相

手国による機会主義行動を財の所有によって解決す るというものである

(二国間主義の終焉)。 よく知 られているように,経 済学においては機会主

(4① た だ し,NATO加 盟 国 は 米 国 と の 間 で 別 途,二 国 間 の 基 地 使 用 協 定 を 締 結 し

て い る 。

(41)冷 戦 期 の 米 国 と フ ィ リ ピ ン,ギ リ シ ャ,ト ル コ,ス ペ イ ン の 関 係 が そ れ で あ

る 。(ChristopherT.Sandars,AmericdsOverseasGarrisons!TheLeaseholdEmpire,

NewYork:OxfordUniversityPress,2000;ChalmersJohnson,TheSorrows

ofEmpire!Militarism,Secrecy,andtheEndoftheRepublic,NewYork:Metropolitan

Books,HenryHolt,2004;AmedeeBollee,"Djibouti:FromFrenchOutpost

toU.S.Base,"ReviewofAfricanPoliticalEconomy,Vol.30,No.97,September2003,

pp.483-484.)
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義行動を誘発する属性を伴う財を取引する際,当 該財はそれを使用する側

のアクターによって所有される傾向にあると論 じられる⑫。

レイクはそれを残余 コン トロール権の問題 として捉える⑱。 レイクによ

れば,国 家間関係は水平的ではな く階層的である。そ してその階層構造は

二国間の残余コン トロール権の配分状況に依存する。もし特定の二国間関

係が水平的であれば,残 余コン トロール権は双方に均等に所在する。 しか

し両者の関係が階層的であれば,一 方の側が残余コン トロール権の多 くを

所有 し,他 方はそれをほとんど有 しない。 レイクによれば,機 会主義行動

はこの残余コントロール権の不均等な所在によって可能になるものである。

つまり,二 国間の関係が水平的で双方が完全な残余コン トロール権を持っ

ている場合,各 々は将来の行動,す なわち機会主義についての十分な裁量

(政策オプション)を 有 している。 一方,ア クターの残余 コントロール権

が小さければ小さいほど,機 会主義的行動を取る余地は小さくなる。つま

り,二 国間の関係性が階層的であるほど,下 位国家が機会主義行動にでる

可能性,或 いは(上 位国家にとっての裏切 られる)リ スクは低下すると考

え られるのである鱒。

このことか ら,レ イクは階層化(す なわち,力 の強い側の国家が他方の

側の国家の内外政に介入 したり,直 接統治を行う)が 相手国の機会主義行

動を回避するための手段になるとみる。では,海 外基地のケースではどう

か。実は第二次世界大戦以前の大国(例 えば,英 国やフランス,ス ペイン)

は,海 外基地を植民地や属領に置いてきた。つまり,自 らの 「組織」の中

働OliverE.Williamson,MarketsandHierarchies!Ana!ysisandAntitrustlmplicαtions,

NewYork:FreePress,1975,pp。16-19。

㈹Lake1999:53-57.

幽 また,レ イ クは と りわ け先 に触 れ た 資 産 の 特 殊 性 の 問 題 につ い て 「も しも資

産 が 極 め て 特 殊 的 で あ れ ば,機 会 主 義 に よ って生 じる費 用 は高 い。 そ の 場 合,

国 家 は階 層 的 な 関 係 性 が築 くこ と が で き る場 合 に お い て の み 協 調 す る こ とが 可

能 とな るか も しれ な い 」(Lake1999:56-57.)と 述 べ て い る。
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か ら基地という財を調達することで取引相手の機会主義行動を統御 してい

たといえる。そこにみ られるアクター間の関係は極めて階層的であり,レ

イクに従って言えば,植 民地の側には残余コン トロール権はほとんど存在

しなかった。

では,ポ ス ト植民地時代はどうか。実はここにも統合の例をみることが

できる。たとえば,戦 後の米国は戦略的に重要であったマーシャル諸島共

和国を信託統治や 自由連合 という形で一時的に政治的支配下 に置いてい

た㈲。米国はソ連の太平洋進出を防ぐために同地域に基地を建設,兵 力を

配備すると共 に,同 地域を核兵器及 びミサイルの実験場(例 えば,ク ワ

ジャリン基地)に 指定 した。米国にとっては同地域での基地使用を拒絶さ

れること,或 いは基地の使用をソ連に取って代わ られることで生 じる取引

費用は極めて高かった。そのため当該地域を事実上,米 国に編入(統 合)

することで,基 地の取引によって生 じる脆弱性を回避 していたと考え られ

る。同様の解釈は,1972年 までの米国の沖縄統治,或 いはディエゴガルシ

アにおける米軍基地にも適用できるかもしれない㈲。

2)制 度化

脆弱性を克服 し得る二つめの手段として,取 引関係の制度化(二 国間主

義の制度化)が 挙げられる。それは以下にみるように,取 引関係を制度や

ルールによって管理することで,1)相 手国との関係性に継続性を付与 し

(長期契約),2)互 恵性に基づ く交換関係を成立させ(脆 弱性の対称化),

㈲U.S.GovernmentAccountabilityOffice(GAO),IFb画g刀Relations,Better

AccountabilityNeededOverU.S.AssistancetoMicronesiaandtheMarsha〃lslands,

OfficeofPublicAffairs,GAO/RCED-00-67,May31,2000.

㈹ デ ィ エ ゴ ガ ル シ ア に つ い て は,た と え ば,DavidVine,lslandofShame,The

SecretHistoryoftheU.S.伍 腕 αり・8α∫θonDiegoGarcia,Princeton,NewJersey:

princetonUniversityPress,2009。
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3)法 的根拠に基づいた責任の所在を明確にする(法 制化legalization)

効果を持つ。

長期契約

取引関係に長期の継続性を付与することは,二 国間関係の構造を変容さ

せ得 る。実 はここまで本稿は二国間主義を1回 限 りの非協力ゲーム(ス

ポット取引)に よく似た構造をもつものと捉えてきた。では,取 引関係が

長期にわたって存続 し,ま たそれが繰 り返される(或 いは,お 互いがその

ように考えている)場 合はどうか。この場合,仮 に一方が機会主義行動に

打って出て初期の条件を改善 したとしても,当 該取引を継続することで得

られたかもしれないより大きな将来利得が失われる可能性が生 じる。また,

当該取引以外の領域においても両者の関係性が存在 している場合には,相

手国による報復の リスクも生 じる。つまり国家はそのような将来の事態を

予測すること,或 いは繰 り返 しゲームの構造を理解 しているため,機 会主

義に対 して抑制的にならざるを得ない㊨。つまり,何 らかの二国間制度を

形成 し長期的な取引関係,或 いは関係的契約を結ぶことは脆弱性を克服す

る一つの手段にな り得る。

脆弱性の対称化

相互に利益のあるような反復的な交換関係を制度的につ くり出すことを

「脆弱性の対称化」とよぶことがある⑱。それはそれまで一方的に相手 に

「人質」を取 られていた(或 いは取引前にそのように予測される)状 態を,

相互に人質を取 り合う状態に変化させるものである。そのような二国間構

造を制度的に作 りだすことによって,一 方の相対的な脆弱性を変化させ,

(4DRobertO.Keohane,"NeoliberalInstitutionalism:APerspectiveonWorld

Politics,"inRobertO.Keohane,eds.,InternationalInstitutionsandStatePower!

EssaysinInternationalRelationsTheory,Boulder,Colorado:WestviewPress,

1989.

㈹ 山 本 吉 宣 「国 際 的 相 互 依 存 」 東 京 大 学 出 版 会,1989年,111頁 。
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相手の機会主義行動を抑制 しようとする。このような脆弱性の対称化は,

たとえば経済 ・軍事援助や二国間貿易の優遇措置といったサイ ドペイメン

ト,あ るいはポジティブ ・サンクションといった政策によってもたらされ

得る㈲。

法制化(legalization)

二国間取引を法やルールによって規定 し,責 任の所在と罰則を明確にす

ることで,相 手国の機会主義行動を躊躇させることが可能になる場合があ

る。取引の履行に法的な責任が付与されることで,取 引当事国はそれを逸

脱することによる国際社会の評判や信頼の低下を考慮しなければならない。

国際社会における評判や信頼の低下は,当 該国の(将 来負担 しなければな

らない)コ ス トにな り得る。そのため,合 理的な国家はそのようなコス ト

を予測する限 りにおいて,法 か らの逸脱を躊躇 し得る。つまり,二 国間主

義が法制化 され,取 引の履行が手続きやルールによって規定されることは,

取引の予測可能性を高めるものとなる㈲。

さて,米 国の海外基地政策のなかにそのような制度化の実践を見出すこ

とは可能であろうか。実は,戦 後の米国は多 くの場合,接 受国との間で基

地の使用に関する長期的な制度を形成 してきた。米国は(戦 前の大国がそ

うであったように)基 地に関する軍事的必要性が生 じた場合にのみ接受国

との間でスポット取引を行うのではな く,平 時か ら,す なわち軍事的な必

要性が必ずしも高 くない時期に,或 いは当初の使用 目的が果たされた後も,

長期にわたって基地の二国間取引を行う傾向にある(長 期契約)61)。また,

㈹H.RichardFriman,"SidePaymentsVersusSecurityCards:Domestic

BargainigTacticsinInternationalEconomicNegotiations,"International

Organization,Vol.47,No.3,Summer1993,pp.387-410.

(5①RobertO.Keohane,1)owerandGovernanceina、Pαrtiaめ ノGlobalized〃"orld,London

andNewYork:Routledge,2002,Chap。6.

⑳JohnWoodliffe,ThePeaceTimeuseForeignMili伽y伽'α 〃ationsunderルfodern

InternαtionalLα 毘Dordrecht:MartinusNijhoffPublishers,1992.
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基地設置の見返 りとして,接 受国に対 して経済支援や軍事援助,或 いは安

全保障や政治的承認 といったサイ ドペイメン トを供す る場合 もある(「脆

弱性の対称化」,或 いは 「相互人質」)。そしてそれ らは特定の接受国を し

て米軍基地を積極的に受け入れせ しめるインセンティブを形成する働。 さ

らに米国は,ほ ぼ全ての接受国との間で基地使用のルールを法制化 してい

る。すなわち地位協定を締結 し,米 軍やその家族の法的地位,或 いは施設

の使用や撤去に関する詳細な手続きを明確にしている㈹。 それらの法的枠

組を機能させることで,米 国は接受国による予告な しの撤退要求や基地 ・

施設の使用拒絶といった機会主義行動を抑制 していると解釈できる。

3)分 散

脆弱性に対処 し得る3つ めの手段は,取 引相手国の分散である64)。たと

えば米国のエネルギー政策に顕著にみ られるように,取 引先の多角化は機

会主義行動を受けた際の費用を低減する効果をもつ㈲。ただ し,注 意 しな

くてはな らないのは,分 散が行われる際に初期の二国間主義が放棄され,

複数の取引相手国との多国間主義への移行がみられる場合と,あ くまでも

二国間主義が継続される場合の二つが想定されることである。前者は,第

二次世界大戦後にみられた二国間貿易システムからGATTやWTOに 代

表される多国間貿易システムへの移行であり,後 者が既に触れたハブ ・ス

ポークス型の戦後の民間航空システムである。前者の場合,論 理的には二

国間主義に基づ く大国側の恩恵,す なわちパワー ・レバ レッジに基づ く優

位性は消滅する。 しか し,後 者のハブ ・スポークス型の場合は(取 引相手

働 川 名 晋 史 『基 地 の 政 治 学 戦 後 米 国 の海 外 基 地 拡 大 政 策 の起 源 」 白 桃 書 房,

2012年 。

63)Woodliffe1992.

(54DHirschman1980:31;山 本1989:110-11L

65>Knorr1979:186.
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国,す なわちスポーク同士が相互に連携することがない限 りにおいて)二

国間主義の構造は維持される。そこで以下では,分 散の結果として出現す

るハブ ・スポークス型の二国間主義に焦点を絞って議論を進めたい。

大国が特定の財の取引を分散 し,ハ ブ ・スポークス型の二国間主義を構

築することは脆弱性を克服する効果的な手法にみえる。例えば,先 に触れ

たブザンは大国がパワー ・レバ レッジの観点か ら,多 国間主義よりも二国

間主義を好むとした上で,ハ ブ ・スポークス型の二国間主義を 「振 り子戦

略(swingstrategy)6e」 とよんだ。それは大国が他国との何 らかの協力関

係によって対外行動をとる際に,複 数ある協力候補(国 家や地域)の 中か

ら,大 国にとって都合が良いと思われる候補を選択するというもので,そ

れは目的や条件によって 「振 り子」のように変化する。さらに,大 国は協

力を行う際にア ドホックに国や地域を選択する可能性があることを事前に

知 らしめることによって,彼 らのパワー ・レバ レッジの効果を高めようと

する㈱。つまり,米 国は振 り子戦略を採用す ることで特定の国や地域への

依存を低減 し,ま た脆弱性を克服 してきたと解釈されるのである。

さて,米 国の海外基地政策がハブ ・スポークス型二国間主義の典型であ

ることは既に指摘 した。冷戦後,米 国は接受国の数を削減するどころか,

む しろその増大(分 散)に 努めた鮒。近年においても,基 地のアクセス権

(accessright)を 獲得することで基地,或 いは接受国の分散を積極的に進

めている㈲。 もっともそれは米国の戦略的要請(例 えば,対 テロ,リ バラ

ンス)に 基づ くものであるが,同 時にそれは特定の接受国への依存,或 い

(56)Buzan2004:103.

(57>Ibid.,pp.103-106.

(5⑳RobertE.Harkavy,"ThinkingAboutBasing,"翫vα1〃"arCo〃 ¢gθReview,

Vol.58,No.3,Summer,2005,pp。12-42.

⑲LynnE.Davis,etal.,u.S.Overseas晒 疏 απyPresence'maatAretheStrategic

Choices2,RAND2012.
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は脆弱性を低下させる効果を持っていよう。米国は接受国数を増加させる

(基地の代替性を高める)こ とで,軍 事作戦の帰趨を特定の国の安全保障

政策(対 米政策)に 依存する リスクを低下 させている。例えば,米 国は

1992年 にフィリピンのスービック海軍基地からの撤退を余儀なくされたが,

同基地が担っていた基地機能の一部をシンガポールに移転することで,戦

略的影響を最小限に食い止めた。また,2003年 のイラク戦争時には,戦 略

的重要性の高かった トルコおよびサウジアラビアにおいて基地の使用を拒

絶されたが,そ の機能を新たに獲得 した中央アジア(ウ ズベキスタン,キ

ルギスタン)の 基地で代替 した。さらに2014年 夏までの撤退を求められて

いるキルギスタンにおける基地機能は,新 たにルーマニアへと移転される

予定であ り,そ れによって対アフガン政策の継続性が担保されることに

なっている(6①。

お わ り に

以上,本 稿は二国間主義がもつ理論的な特質をパワー ・レバ レッジと脆

弱性の観点か ら考察 してきた。そこで明 らかになったのは次のようなこと

である。二国間主義はときに大国の物理的なパワー ・レバ レッジを対外政

策の帰結に効果的に反映させる手段となる。 しか しながら,当 該二国間で

脆弱性を生起せ しめる財を取引する場合には,大 国がもつ力の相対的な優

位性は失われることがある。大国の力を制約せ しめる脆弱性の性質は,取

引する財の代替性,緊 要性,特 殊性の3つ の要因に規定されるものあり,

その強弱は動的である。ただし,大 国は統合,制 度化,分 散という手段

(そのどれか,或 いは組み合わせ)に よって脆弱性を制御することが可能

⑳TheMa〃StreetJournal,Nov.19,2013.
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であり,そ れによって二国間主義に基づ く大国の力の優位性は維持される

場合がある。

戦後の米国の海外基地政策は,限 定的なが ら上記の議論の妥当性を窺わ

せるものであった。海外基地は代替性,特 殊性の観点か ら,そ して有事の

際には緊要性の観点か らも,接 受国との取引において脆弱性を生起せ しめ

る財(資 産)で ある。そのため戦後の米国は軍事力や経済力において接受

国を圧倒 しなが ら,幾 度とな く基地の使用を巡る問題,或 いは基地交渉で

劣勢に立たされてきた(機 会主義行動に直面 してきた)。 そのため,米 国

はときに接受国を統合 し,接 受国との関係性を制度化 し,ま た接受国を分

散することで脆弱性を統御 してきたと解釈される。また,冷 戦後の海外基

地政策の トレン ド,す なわち大規模かつ固定的な基地か らより可動1生の高

い小規模施設やアクセス権の確保への移行も,基 地がもつ資産の特殊性を

低下させる効果を持っていると言えるかもしれない(61)。

本稿が展開 した二国間主義論は,相 対的な力を強調するリアリズム的な

議論と,一 方で相互依存によって生 じる力の制約に着目するリベラリズム

的議論の接合を試みたものである。それは試論的なものであったが,こ れ

まで蓄積されてきたリベラル制度論の知見を,力 を軸にして展開される対

外政策,た とえば90年代以降のFTAや,ロ シアやBRICsに よる資源外

交,或 いは(従 来その適用が進んでこなかった)安 全保障分野に応用する

ための一つの契機とな り得るであろう。

㈹ こ の 点,米 国 の 推 し 進 め る グ ロ ー バ ル な 民 主 化 政 策 と の 関 連 で 論 じ た も の と

し て,AlexanderCooleyandDanielH。Nixon,"Bahrain'sBasePolitics:The

ArabSpringandAmerica'sMilitaryBases,"命 画g刀4伽 π30nline,April5,

2011.
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